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令和３年度 第１回山形県保健医療推進協議会の議事概要 

 

１ 日 時 令和３年７月９日（金）13:30～14:30 

 

２ 場 所 ＷＥＢ会議(県庁１００２会議室) 

 

３ 内 容 

 

(1) 講 演  

「これからの医療計画に求められる視点」 

     講 師：山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座 教授 村上正泰 氏 

 

○ 主な質疑応答 

  ・ 講演資料 27 頁の表「県内市町村別在宅医療関連 65歳以上人口 10万対施設数・定

員数及び自宅・老人ホーム死亡割合」について、右欄に「老人ホーム死の割合」、「自

宅死の割合」が掲載されているが、「老人ホーム死の割合」は施設における死亡と解

釈するのか、それとも法律上で規定されている、いわゆる狭義の老人ホームにおける

死亡と解釈するのか。単に施設で亡くなる割合、自宅以で亡くなる割合という定義で

捉えて良いのか。 

→（講師） 

「老人ホーム死の割合」の対象施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽

費老人ホーム及び有料老人ホームとなっている。一方で、グループホームやサービス

付き高齢者向け住宅は、「自宅死の割合」に計上されている。従って、単に施設か自

宅かという捉え方で見た場合、施設で亡くなる割合は資料に記載されている割合より

も高くなる。（講演、協議終了後の回答） 

 

・ 講演資料 27 頁のグラフ「ＤＰＣ調査（令和元年度）県内医療機関別ＭＤＣ別手術

有件数」について、講演の中で病院の機能分化・連携の観点から集約型、地域密着型

など今後の人口構造の変化も踏まえ、更なる集約化が求められるとの話があったが、

本県の場合はＤＰＣの手術件数から見ても、四つの二次医療圏において、医療圏域ご

とに三次医療を担う病院が確立されており、それを補完する二次医療機関、一次医療

機関があり、ある程度の役割分担が出来ているのではないかと考えられる。 

一方で、今後の人口構造の変化を考えると、高度急性期・急性期は更なる集約化が

必要になってくるのか。例えば、本県の場合は自治体病院が多く、自治体病院と民間

病院の設置者の域を超えた集約化は現状、難しいところもあると考えられるが、御見

解をお伺いしたい。 

→（講師） 

集約化の方法は、２パターン考えられる。 

１つ目は、完全にどちらかの医療機関に手術機能を集約する方法。 

２つ目は、例えば、米沢市立と三友堂病院との統合を例にすると、急性期機能は米

沢市立病院、回復期機能は三友堂病院に集約する、といった機能ごとの集約方法も考
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えられる。完全な集約化をしないまでも、診療機能に応じた役割分担をすることもあ

り得る。臓器別の診療領域での集約化、がんや救急医療いった疾病や事業ごとの集約

化など、様々なバリエーションがあると思う。 

山形市内を見た場合、急性期機能は山形大学医学部附属病院、県立中央病院、市立

病院済生館などが担っており、山形済生病院も比較的多くの手術件数となっているが、

将来的に急性期患者が減少していく局面になってくれば、こうした急性期病院を一つ

にまとめないまでも、機能を細分化して整理していく必要があるだろう。   

また、県内の医療機関の手術件数を見ると、比較的規模の小さい病院で手術件数が

分散している地域もあるため、見直しの検討をしていく必要がある。この場合、設置

主体の違いを超えて、どう集約化していくのかが課題である。庄内圏域では県立と市

立が再編統合し日本海総合病院を設置している。また、置賜圏域では地域医療連携推

進法人として米沢市立病院と三友堂病院の統合の取り組みが行われている。このよう

に県内でも設置主体を越えた取り組みは着実に行われており、ぜひ県がイニシアティ

ブを取って医師会や大学と協力・連携して進めていただきたい。 

 

(2) 協 議 

①各種計画における取組状況について 

・第７次山形県保健医療計画          ≪資料１－１～２、追加資料１≫ 

 ・第３期山形県医療費適正化計画         ≪資料２－１～２、追加資料２≫ 

・山形県アルコール健康障害対策推進計画    ≪資料３－１～３≫ 

 

②第７次山形県保健医療計画の中間見直しについて ≪資料４－１～４≫ 

 

○ いただいた主な御意見等 

  ・ 保健医療計画の見直しに関して、各圏域で開催される地域保健医療協議会での議論

が重要であるが、全国的に見ても、地域の協議の場がなかなか活性化していない印象

がある。事務局の計画案を単に了承して終わることのないように、計画を実践するた

めにはどうしたら良いのか、しっかりと議論する必要がある。また、地域保健医療協

議会とは別に専門部会のような組織を設置することも方法の一つではないか。 

→（事務局） 

専門部会等の設置に関しては、今後必要に応じて、随時検討させていただきたい。 

 

・ 資料４－３について、在宅医療提供体制の整備に関して、国の指標例の見直し内容

に小児の訪問看護利用者数の追加とあるが、通常の訪問診療を受けた患者数は目標値

として設定されていないのか。 

→（事務局） 

訪問診療を受けた患者数については、資料１－２（24頁）保健医療計画の取組み状

況に記載しているとおり、既に現行の県保健医療計画に指標として設定されている。

資料４－３は医療計画の中間見直しにおいて、厚生労働省が新たに指標例として追

加・見直しを行った項目を整理したものである。追加された指標例については、統計

上、数値が取れるかも確認しながら、今回の中間見直しにおいて検討してまいりたい。 
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・ 資料４－３について、精神疾患に関して、てんかん診療拠点機関数の増加とあるが、

現在、てんかんの治療は精神疾患という概念ではなく、てんかん自体は脳の器質的な

疾患という捉え方がされており、神経内科や脳外科で重点的に治療を行う状況にある。

従って、てんかん診療拠点転換診療拠点機関数の増加というのは、どういったイメー

ジなのか伺いたい。 

・ てんかんは外科手術で治る患者もおり、精神科領域だけで括られる疾患ではなくなっ

てきている。このような状況を踏まえ、今回の中間見直しで修正が必要なものがあれば

見直しを検討していくという方向性でよろしいのではないか。 

→（事務局） 

現行の保健医療計画でも、てんかんの拠点病院は国立病院機構山形病院が担っており、

二次医療圏をみても精神科病院のみならず、例えば日本海総合病院や鶴岡市立荘内病

院等の総合病院もてんかん治療を担っている。このように精神科領域に限って医療提

供体制を構築しているわけでないことに御理解をいただきたい。 

 

 

以上 


